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警察及び児童相談所との更なる連携強化について（通知）

児童が被害者である事件や，児童が目撃者等の参考人である事件においては，検

察官のほか，警察官や児童相談所の職員が，児童から，それぞれの立場で必要な聴

取を行うなどしているものと承知していますが，児童の負担を軽減するとの観点か

らすると，児童からの聴取回数は少ない方が望ましいという指摘があるほか，児童

については，誘導や暗示の影響を受けやすく，聴取方法や回数についての留意が必

要であるとの指摘もあります。

このような指摘を踏まえ，児童の負担軽減及び児童の供述の信用性確保の観点か

ら，児童が被害者又は参考人である事件については，警察及び児童相談所との更な

る連携の強化が必要であると考えられることから，下記の取組を行うこととしたの

で，遺漏なく対応していただくようお願いします。

なお，本件については，法務省刑事局，警察庁，厚生労働省と協議済みであり，

警察庁及び厚生労働省からも別添の各通知が発出されましたので申し添えます。

記

１ 相談窓口の設置

各地方検察庁においては，児童が被害者又は参考人である事件についての相談

窓口を作り，日頃から，警察や児童相談所の各担当者と緊密な情報交換を行う。

２ 早期の情報共有及びそれを踏まえた対応

児童が被害者又は参考人である事件については，警察又は児童相談所から情

報提供を受け次第（送致又は刑事立件前の段階を含む），速やかに警察及び児童

相談所の担当者と協議し，検察・警察・児童相談所の三機関のうちの代表者が

児童から聴取する取組の実施も含め，対応方針を検討する。
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児童を被害者等とする事案への対応における検察及び児童相談所との更な

る連携強化について

児童を被害者等とする事案については、児童の心情や特性に配意した事情聴取

に努めているほか、事案に応じて検察や児童相談所との間で必要な連携を図って

いるところである。

その際、児童からの事情聴取については、関係機関がそれぞれ必要に応じて実

施しているところ、繰り返し重複した事情聴取が行われる場合には、児童にとっ

て過度な心身の負担となるおそれがあるほか、誘導や暗示の影響を受けやすい児

童の特性により供述の信用性に疑義が生じるといった指摘もある。

こうした指摘も踏まえ、児童の負担軽減及び児童の供述の信用性担保の双方に

資する聴取方法を検討するため、下記により、検察及び児童相談所との間の連携

を更に強化することとするので、早期の情報共有、聴取方法についての検討・協

議など所要の取組を推進されたい。

なお、本通達については法務省及び厚生労働省と協議済みであり、最高検察

庁及び厚生労働省からも別添の通知が発出されたので申し添える。

記

１ 児童相談所から通報を受ける場合の対応

(1) 通報窓口の設定

児童相談所において、刑事事件として立件が想定される重篤な虐待事例そ

の他児童からの聴取方法等について協議を要すると判断した事案について、

警察に対する通報がなされることとなる。

そこで、こうした通報を受理する担当窓口を予め設定の上、検察及び児童

相談所の担当窓口に通知しておくこと。

(2) 部門間の情報共有



児童相談所から関係機関の連携を目的として児童を被害者等とする事案

について通報を受けた場合には、個別の事案の内容に応じて部門間での情

報共有を行う。

(3) 検討・協議

事案の内容に応じ、事件捜査を行う部門（刑事、生活安全又は双方）の

捜査員が検察及び児童相談所と聴取方法を検討・協議する。

なお、早期に捜査を進展させる必要がある場合等においては、検察への連

絡及び聴取方法の協議・検討よりも児童からの聴取も含めた所要の捜査を

優先させる場合も想定される。

２ 警察から通報する場合の対応

警察において児童を被害者等とする事案を認知した場合には、刑事事件と

しての立件が見込まれ、かつ要保護児童として児童相談所の関与が必要と認

められるものについて、検察及び児童相談所へ連絡をし、１に準じて聴取方

法の検討・協議を行う。

３ 留意事項

聴取方法の検討・協議をスムーズに行えるよう、他機関を交えて平素より

勉強会を開催するなどして認識の共有を図ること。

また、警察において児童から聴取する場合も想定されることから、聴取者の

技能向上を図るための効果的な教養等の実施に努められたい。

なお、警察本部において当該連携に係る個別具体の事件の対応状況を把握

し、警察庁に対して必要な報告をすること。報告要領については別途連絡す

る。


